
 

～事務所宣言～  私たちは男女が

ともに安心して子育てをし、仕事に打

ち込める社会を目指します 

 

 

 雇用調整助成金の特例措置の延長が、2月 28日まで

延長されました。今回の緊急事態宣言を受け、さらに再

延長も検討されています。また、1都 3県（東京都、埼

玉県、千葉県、神奈川県）の知事の要請を受けて営業時

間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成

金の特例措置に係る大企業の助成率を最大 10／10に引

き上げる予定です。（中小企業はこれまでも最大10/10） 

  

 

 行政手続における押印原則の見直しの一環で、2021

年 4月から時間外・休日労働に関する協定届（36協定

届）の様式が新しくなります。新様式では 

 ①労働基準監督署に届け出る 36協定届について、使

用者の押印及び署名が不要となります。（ゴム印や印刷

による記名は必要です。） 

 ただし、労働局のひな形を使う場合には、36協定届

が労使協定を兼ねているため、労使双方の記名押印又は

署名が必要ですので、36協定の実務上はこの変更によ

る影響は少ないと考えられます。 

 ②労働者代表が適正に選任されたことについてのチ

ェックボックス☑が新設されます。 

 2021年 4月 1日以降は、新様式による届け出が必要

ですが、現在も新様式により届け出ることも可能です。 

 なお、36協定届だけでなく、労働基準法および最低

賃金法の規定に基づき使用者に提出を求めている届出

等についても、押印欄が削除された新様式に変更となり

ます。 

 詳しくは弊所までお問合せください。 

 

 

 2021年も、延期となったオリンピック開催予定の関

係で、下記の祝日が移動となることが決まっています。 

・「海の日」は 7月 19日から 7月 22日に変更 

・「スポーツの日」は 10月 11日から 7月 23日に変更 

・「山の日」は 8月 11日から 8月 8日に変更（8月 9

日が振替休日） 

 祝日移動の正式決定は 2020年 12月でしたので、市

販のカレンダーの多くは移動前の祝日で作成されてい

ます。ご留意ください。 

 

 

 現在、算定基礎届と賞与支払届に添付している総括表

が、行政手続の添付書類省略を進める流れの一環で、

2021年 4月 1日から廃止されることになりました。 

 なお、これまでは、賞与支払予定月に賞与を支給しな

かった場合には、賞与支払届総括表で届け出ることにな

っていました。４月以降は、賞与を不支給とするときに

は新設された「賞与不支給報告書」により届け出ること

になります。 

 また、日本年金機構に登録している賞与支払予定月に

変更がある場合には、賞与不支給報告書又は事業所関係

変更（訂正）届の提出により変更することになる予定で

す。 

  

 

 弊所では新型コロナウイルス感染対策として、職員の

シフトを見直し対応しております。引き続き、ご相談や

お問合せはメールまたは家村携帯 09035225025までお

願いします。ZoomやWebex等にも対応しております。 

 いつでもお問合せください。 

     

 

     弊所にお任せください。 

雇用調整助成金 特例延長＆大企業引き上げ 

 

36協定届などが新しくなります 

弊所の体制について 

2021年の祝日移動について 

算定・賞与の総括表廃止と賞与不支給報告書新設 

 


